
助成金と補助金を組み合わせてご利用いただくことも可能です。

賃金引き上げに向けて、是非ご利用ください。
※同一の補助対象（設備等）に対する重複利用は不可

最低賃金引き上げを受けて賃上げに取り組む皆様へ

（令和７年11月時点版）

最低賃金引き上げに伴う
支援・後押しを強化しています

厚生労働省、中小企業庁では、

※本紙は最低賃金引き上げの影響を受けた事業者様向けに厚生労働省の支援策と経済産業省・中小企業庁の補助事業、賃上げ

を後押しするその他施策をご紹介するものです。具体的な情報についてはホームページ等でご確認ください。

業務改善助成金

事業場内で最も低い時間給を一定額以上引き上げ、生産性向上等に資する設備投資等を行った

場合に、設備投資等にかかった費用の一部が助成されます。

キャリアアップ助成金

賃金規定等を改定し、非正規雇用労働者の基本給を３％以上賃上げする場合に、キャリアアップ

助成金の「賃金規定等改定コース」が利用できます。

※最低賃金の改定に伴う賃金規定等の改定をした場合も対象になります。

IT導入補助金
ものづくり補助金
省力化投資補助金 （ 一般型 ）

最低賃金近傍で働く雇用者を多く抱える事業者の皆様には、補助率を２／３に引き上げ、優先的

に採択します。

※一定の賃上げを実施した事業者の皆様も優先的に採択します。

特設サイト
はこちらから

厚生労働省

賃金引き上げ特設ページ

中小企業庁

ミラサポplus



事業場内で最も低い賃金（事業場内最低賃金）を引き上げ、設備投資等を行った中小企

業・小規模事業者等に、その費用の一部を助成する制度です。

〈補助上限〉30万円～600万円 〈助成率〉3／4 ～ 4／5

〈助成対象経費の例〉 機器・設備の導入：POSレジシステム導入による在庫管理の短縮

経営コンサルティング：国家資格者による、顧客回転率の向上を目的とした業務フロー見直し

その他：顧客管理情報のシステム化

業務改善助成金

申請先 都道府県労働局雇用環境・均等部（室）

問合先 業務改善助成金コールセンター：0120-366-440（受付時間 平日 9:00～17:00）

詳しくはこちら

拡充！
• 対象事業場を、事業場内最低賃金額が「改定後の地域別最低賃金未満まで」に拡充

• 最低賃金改定日の前日までに賃金引上げを完了していれば、賃金引上げ計画の事前提出は不要

有期雇用労働者、短時間労働者、派遣労働者といったいわゆる非正規雇用労働者の正社

員転換、処遇改善の取組を実施した事業主に対して助成します。

キャリアアップ助成金

〈対象となる方〉

雇用保険適用事業所ごとに「キャリアアップ計

画」を作成し、その計画に基づき、右の❶～❼

までのいずれかを実施した事業主。

〈支援内容〉 ※賃金規定等改定コースの場合

有期雇用労働者等の基本給を定める賃金規定

等を3%以上増額改定し、その規定を適用した

事業主に対して、右記の額の助成を行います。

問合先 都道府県労働局

6万5,000円５％以上６％未満４万円３％以上４％未満

７万円６％以上５万円４％以上５％未満

※助成額は令和７年度の内容です

IT導入補助金

❶正社員化コース

❷障害者正社員化コース

❸賃金規定等改定コース

❼短時間労働者労働時間延長支援コース

❹賃金規定等共通化コース

❺賞与・退職金制度導入コース

❻社会保険適用時処遇改善コース

業務の効率化やDXの推進、セキュリティ対策のための ITツール等の導入を支援します。

補助上限：最大450万円

補助率：１／２～４／５問合先
サービス等生産性向上IT導入支援事業コールセンター：
0570-666-376

生産性向上に資する革新的な新製品・新サー

ビス開発を行う中小企業等の設備投資等を支

援します。

補助上限：最大4,000万円

補助率：１／２～２／３

ものづくり補助金

問合先
ものづくり補助金事務
局サポートセンター：
050-3821-7013

拡充！

• 最低賃金引上げ特例を「改定後の地域別最低賃金未満」に拡充し、該当事業者

に対する加点も実施。

• 事業場内最低賃金を一定額（※）以上引き上げた事業者に対する加点も新設。
※令和７年度最低賃金改定において示された全国目安

拡充！

• 最低賃金引上げ特例を「改定後の地域別最低賃金

未満」に拡充し、該当事業者に対する加点も実施。

• 事業場内最低賃金を一定額（※）以上引き上げた

事業者に対する加点も新設。
※令和７年度最低賃金改定において示された全国目安

人手不足に悩む中小企業等に対して、事

業内容に合わせて多様な設備やシステム

が導入により、省力化投資を後押しします。

補助上限：最大1億円 ※従業員数による

補助率：１／３～２／３

中小企業省力化投資補助金（一般型）

問合先
中小企業省力化投資補
助事業 コールセンター :
0570-099-660

拡充！

• 最低賃金引上げ特例を「改定後の地域別最低賃金

未満」に拡充し、該当事業者に対する加点も実施。

• 事業場内最低賃金を一定額（※）以上引き上げた事

業者に対する加点も新設。
※令和７年度最低賃金改定において示された全国目安

詳しくはこちら

詳しくはこちら

詳しくはこちら詳しくはこちら



人材確保のために雇用管理改善につながる制度等の導入や雇用環境の整備により、離職

率低下を実現した事業主に対して助成します。

職務に関連した専門的な知識及び技能を習得させるための職業訓練等を実施した場合

等に訓練経費や訓練期間中の賃金の一部等を助成します。

労働時間の削減や年次有給休暇の取得促進等に取り組む中小企業事業主に、外部専門

家のコンサルティング、労働能率の増進に資する設備・機器の導入等を実施し、成果を上

げた場合に助成します。 ※令和７年度の交付申請は11月28日（金）まで！

働き方改革推進支援助成金

詳しくはこちら助成上限額
コース区分

賃上げ加算基本部分

6～360万円（※2）

25～550万円業種別課題対応コース（※1）

25～500万円労働時間短縮・年休促進支援コース

50～120万円勤務間インターバル導入コース

（※1）建設業の場合

（※2）労働者数30人以下の場合は倍額を加算

（※3）別途団体向けのコースあり（助成上限額1,000万円）

人材開発支援助成金

詳しくはこちら賃上げした場合の助成率・額区分（※）

労働者1人１時間あたり
500円・1000円

①賃金助成額

訓練経費の45％～100％
※制度導入に係る助成の場合は、

24万円・36万円
②経費助成率

1人１コースあたり
12万円～25万円

③ＯＪＴ実施助成額

※訓練コース・メニューによって上記区分①～③のいずれが支給されるか異なります（①～③全てが支給される場合もあれば②

のみとなる場合もあります。）。

人材確保等支援助成金

助 成 額 （ ※ 1 ・ 2 ）区 分

50万円（40万円）
①賃金規定制度
②諸手当等制度
③人事評価制度

25万円（20万円）
④職場活性化制度

⑤健康づくり制度

導入経費の62.5％（50％）⑥作業負担を軽減する機器等

（※１）括弧内の金額は、５％以上の賃上げを行った場合以外の助成額又は助成率。

（※２）①～⑤を複数導入した場合の上限額は100万円（80万円）。⑥を導入した場合の上限額は187.5万円（150万円）。

詳しくはこちら

早期再就職支援等助成金（雇入れ支援コース、中途採用拡大コース）

産業雇用安定助成金（スキルアップ支援コース）

賃上げを後押しするその他施策



地域の雇用や産業を支える小規模事業者等の生産性向上と持続的発展を図

ることを目的とし、持続的な経営に向けた経営計画に基づく販路開拓等の取

組を支援します。
一般型・通常枠

補助上限：50万円（賃金引上げ特例：150万上乗せ）

補助率：２／３（賃金引上げ特例：赤字事業者は３／４）

小規模事業者持続化補助金

賃上げへの貢献、輸出による外需獲得、域内の仕入による地域経済への波及効果

が大きい売上高100億円超を目指す中小企業の大胆な投資を支援します。

補助上限：最大5億円

補助率：１／２

要件：100億宣言を行っていること

投資額1億以上 他

成長加速化補助金

詳しくはこちら
問合先

＜一般型・通常枠＞
商工会地区補助金事務局HP
商工会議所地区補助金事務局HP
電話番号：０３－６６３４－９３０７

詳しくはこちら

商工会地区 商工会議所地区

中小企業新事業進出補助金

既存の事業とは異なる、新市場・高付加価値事業への進出にかかる設備投資等を

支援します。

補助上限：最大９,０００万円

補助率：１／２
詳しくはこちら

問合先 新事業進出補助金事務局（コールバック予約システム）：
https://shinjigyou.resv.jp/

省エネ設備や電化・脱炭素目的の燃料転換を伴う設備等の更新を支援します。

詳しくはこちら問合先

・一般社団法人環境共創イニシアチブ
・（Ⅰ）工場・事業場型
（先進枠） 03-5565-3840
（一般枠/中小企業投資促進枠）
03-5565-4463

省エネルギー投資促進・需要構造転換支援事業費補助金

・（Ⅱ）電化・脱炭素燃転型
03-5565-3840
・（Ⅳ）エネルギー需要最適化型
03-5565-4773



事業者が一定率以上の賃上げを実施した場合に、賃上げ額の一部を法人税

などから税額控除できる制度です。
【令和６年４月１日以降に開始する事業年度に適用を受けたい場合】

賃上げ促進税制

全企業・中堅企業

全雇用者の給与等支給額の
増加額の最大35％を税額控除

中小企業

全雇用者の給与等支給額の
増加額の最大45％を税額控除

詳しくはこちら

事業場内で最も低い賃金（事業場内最低賃金）の引上げに取り組む中小企業・小規

模事業者にが必要とする設備資金や運転資金を特別利率で支援します。
（※）審査の結果、ご希望に添えない場合があります。

企業活力強化貸付（働き方改革推進支援資金）

公庫の融資を受ける際、従業員の賃上げに取り組む中小企業・小規模事業者に対
して、融資後2年間、利率を0.5％控除します。
（※）審査の結果、ご希望に添えない場合があります。

詳しくはこちら

問合先

日本政策金融公庫
電話番号：０１２０－１５４－５０５

賃上げ貸付利率特例制度

問合先

日本政策金融公庫
電話番号：０１２０－１５４－５０５

詳しくはこちら

生産性向上や賃上げに取り組む事業者が、市町村から認定を受けた「先端設備等
導入計画」に基づき取得した設備に対して、償却資産に係る固定資産税の特例措
置を受けることができます。
（※）雇用者給与等支給額を1.5%以上増加させる場合は課税標準が3年間1/2に、3.0%以上増加させ
る場合は5年間1/4に軽減されます。

固定資産税の特例措置

問合先
＜先端設備等導入計画の作成等＞
・先端設備等の導入先の市区町村
＜税制＞
・中小企業税制サポートセンター
03-6281-9821

詳しくはこちら



中小企業・小規模事業者等が抱える取引上のト

ラブルを専門の相談員や弁護士が解決に向けて

サポートします。

働き方改革推進支援センター

問合先 各都道府県の働き方改革推進支援センター

コンサルティング セミナー開催相談支援

労務管理等の専門家が
企業の「働き方改革」や賃金引き上げなどを無料で支援します！

専門家が来所・電話・メールによる相談を承ります。

専門家が企業への訪問、またはオンラインによるコンサルティングを実施します。

企業の取組事例や労働関係助成金の活用方法等に関する、働き方改革セミナーを開催

しています。

詳しくはこちら

働き方改革や経営改善に向けた相談先

フリーダイヤル ： ０１２0-４１８-６１８
※お近くの「下請かけこみ寺」につながります。

よろず支援拠点

問合先

下請かけこみ寺

各都道府県のよろず支援拠点

売上拡大や、資金繰り・事業再生等に関す

る経営改善等の経営相談に対応します。

地域の支援機関とのネットワークを活用し

て、経営課題に応じて的確な支援機関等を

紹介します。

詳しくはこちら

相談無料

秘密厳守

匿名相談可能

全都道府県に設置

電話での御相談、
オンラインでの御相談、

対面での御相談が可能です！

中小企業・小規模事業者等が抱える経営課題
に無料で相談対応します！

問合先
詳しくはこちら

※令和8年1月1日より、取引かけこみ寺
に名称変更予定。

賃金引き上げ特設ページ（厚労省）

「中小受託取引適正化法（改正下請法）」や「価格交渉に関する講習会の案内、
受託取引や価格交渉・価格転嫁に関する相談窓口の紹介、取引環境改善
に向けた各種施策の紹介など、取引先との理想的な関係構築をサポートする
ためのコンテンツを提供しています。

詳しくはこちら

適正取引支援サイト

賃上げ・最低賃金対応支援特設サイト（中企庁）

貸上げや最低賃金の対応をサポート！
収益向上のヒント、補助金・助成金・税制・

相談窓口などをまとめてチェック

賃上げ原資の確保に役立つ支

援策を一覧で参照できます。

中小企業庁の運営する補助金

サイト「ミラサポplus」内に設

置しています。

詳しくはこちら

伴走支援の強化

今回の最低賃金引き上げに伴い各支援機関での伴走支援の強化を行っております。最低賃金、賃
上げ等に関するご相談はお近くの支援機関（商工会・商工会議所、よろず支援拠点、認定経営革新
等支援機関、中小企業活性化協議会、事業承継引継ぎセンター等）までお越しください。
※各支援機関の連絡先は賃上げ・最低賃金対応支援特設サイトからご確認ください。

最低賃金の情報や賃上げ事例を発信！
賃金引上げに向けた取組事例や各都道

府県の賃金引上げ支援策を掲載
最低賃金額や発効日等の情報、

賃金引上げの取組事例等を掲

載しています。

厚生労働省の運営する「最低賃

金特設サイト」内に設置してい

ます。

詳しくはこちら


